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新型（Ａ 型）インフルエンザの患者発生に対する方針について 

 
 
初秋の候、保護者の皆様にはご清祥にてご活躍のことと拝察いたします。 
さて、夏季休業が終了し、８月１９日から学校が再開しましたが、連日の報道のとおり、新型

（Ａ型）インフルエンザの流行や新型（Ａ型）インフルエンザの集団発生が懸念されてきました。

本校でも夏季休業から現在に至るまでに、インフルエンザＡ型に罹患する生徒が増えており、１

年次においては感染拡大を防ぐために、９月７日（月）午後から９月１３日（日）まで、学年閉

鎖の措置をとりました。 
本校では、現在、朝のホームルームの時間に担任による健康観察を行うとともに、気になる症

状のある生徒は随時保健室での個別指導を実施し、必要に応じて家庭での休養をお願いしていま

す。 
つきましては、ご家庭でも毎朝の健康観察にご協力ください。また、以下のような予防策の徹

底をお願いします。 
１ ）うがい・手洗いの徹底  

２ ）早めの休養による十分な睡眠 

３ ）病気にかからないための十分な栄養摂取による体づくり 

４ ）人混みへの外出の際のマスク着用 

５ ）咳やのどの痛みがある場合のマスク着用 

６ ）咳エチケットを徹底する（咳やくしゃみが出るときは、ティッシュやハンカチで口

や鼻をおおい、他の人から顔をそむける） 

※朝の様子で微熱などの症状がある場合は、無理をして登校させず、家庭で様子を見て

ください。 

《病院受診の際の注意点》 

①受診する病院へ事前に電話連絡し、病院の指示に従って受診をする。 
②家族内にインフルエンザに罹患している方が一人でもいる場合は、家庭でもマスクの着用を

する。また、病院受診で家族が付き添う際も、必ずマスクを着用する。 
※個人差がありますが、熱の上がりはじめや、高熱（３７.５℃以上）ではない場合等は、す
ぐに受診をしても、陽性反応が出ない場合が多くあります。上記のような場合は、慌てずに、

ご家庭での水分補給と休養を十分にとっていただき、必要に応じて受診をしてください。 
また、インフルエンザでなくとも、朝の時点でいつもと違うような体調の変化がありました

ら、ご家庭での休養をお願いいたします。 
受診される際は、裏面の内容を参考に、必要な対応をお願いいたします。                                   


